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八潮市一般向けスポーツ教室業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 事業の目的 

八潮市（以下「市」という）では、継続的に身体を動かす習慣を身につけ、健

康づくりや仲間づくりのきっかけとなる、だれもがスポーツを楽しめる機会の提

供として、スポーツ教室を実施している。この業務について、多様化する市民の

ライススタイルやスポーツへのニーズを的確に把握し、魅力あるスポーツ教室を

開催するため、プロポーザル方式（公募型）により事業者を選定するものであ

る。 

 

２ 事業者の選定方法 

市が公募による事業者から提出された企画提案書等を審査し、最も優れた提案

を行ったと認められる事業者から順に事業候補者として選定する。 

 

３ 基本条件 

別添「八潮市一般向けスポーツ教室業務委託仕様書」のとおり 

 

４ 参加資格 

プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たす者とする｡ 

（１）仕様書の内容を十分に理解した上で、本公募型プロポーザルに参加できる法

人であること。 

（２）八潮市の「令和５・６年度 指名競争入札参加資格者名簿」に登載されている

こと。 

（３）埼玉県内に本社又は支社、営業所等を有すること。 

（４）埼玉県内で、成人を対象としたスポーツ教室にかかわる業務受託（指定管

理者としての受託の中で事業を行っている場合等も含む）の実績があるこ

と。 

（５）申込書の提出日において、八潮市建設工事等の契約に係る指名停止等に関

する基準に基づく指名停止措置及び八潮市建設工事等に係る暴力団排除措置

要綱に基づく指名除外措置の期間中にない者。 

（６）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規

定に該当しないこと。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て

をしている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている

者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は破産法（平成１６年

法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てをしている者でないこと。 

（８）宗教活動や政治活動を目的とする団体等でないこと。 

（９）国税及び市県民税の滞納がないこと。 
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５ 日程 

公募に関する各種資料・様式は、市ホームページから入手すること。 

内 容 スケジュール 

プロポーザル募集開始 

（市ホームページ） 

令和６年１月４日（木） 

質問の受付締切 令和６年１月１２日（金）正午まで 

質問回答 

 

随時行います。 

令和６年１月１５日（月）正午までにす

べての質問に対する回答を電子メールで

送付します。 

参加申込書類・企画提案書等  

受付締切 

令和６年１月１８日（木）正午まで 

第一次審査 

（書類審査） 

令和６年１月１８日（木）～２４日（水） 

※第一次審査を実施し、第二次審査の対

象とする事業者を選定します。 

※審査結果は、第一次審査参加者全員に

通知します。 

第二次審査 

（プレゼンテーション及びヒ

アリング審査） 

令和６年１月３１日（水）（予定） 

結果通知 令和６年２月上旬（予定） 

契約締結 令和６年２月中旬（予定） 

 

６ 質問の受付及び回答 

（１）提出期限 

令和６年１月１２日（金）正午まで 

（２）提出書類 

質問書（様式１） 

（３）提出方法 

ア 担当部署のスポーツ振興課へ電子メールにより提出すること。 

なお、送信後、電話で送信した旨を連絡すること。 

イ 電子メールを送信する際の件名は、「八潮市一般向けスポーツ教室 

 業務委託に関する質問（事業者名）」とすること。 

（４）回答の期日及び方法 

質問書が提出された日の翌日から令和６年１月１５日（月）正午までに、質

問者に対して電子メールにより回答を送付するとともに、締切後、市ホームペ

ージに掲載する。 
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７ 提出書類一覧 

（１）提出書類 

ア 参加申込書（様式２） 

イ 誓約書（様式３） 

ウ 事業者概要書（様式４） 

エ 印鑑証明書 

オ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）（写し可。書類提出日直前３か月

以内に発行したもの。） 

カ 財務諸表の写し (最新のもの) 

キ 国税の納税証明書（写し可。書類提出日直前３か月以内に発行したも

の。） 

 「その３の３」の「法人税」と「消費税及び地方消費税」に未納の税額が

ないことの証明 

ク 市税（法人市民税及び固定資産税）の納税証明書（写し可。直近年度のも

の。書類提出日直前３か月以内に発行したもの。未納がないことが確認でき

るもの。） 

※ ア～クのほか、必要に応じて別書類の提出を求めることがある。 

（２）提出部数 原本１部、副本（写し可）９部 

 

８ 企画提案書等の作成及び提出 

別添の仕様に基づく企画提案書等を以下の事項に基づき提出すること。 

（１）提出書類・必要部数 

ア 企画提案書（様式５） 原本１部、副本９部 

イ 企画提案資料（様式６） 原本１部、副本９部 

ウ 見積明細書 原本１部  

内訳を記載すること。 

本業務の実施に係る予算額 

金 ４,０４８,０００ 円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

（２）企画提案資料記載事項 

  企画提案資料には、様式６に掲げる項目に沿って記載すること。 

   ア 「１.受託体制」 

   イ 「２.業務実績」 

   ウ 「３.業務に対する取組み姿勢」 

   エ 「４.安全管理体制」 

   オ 「５.提供プログラムの内容」 

   カ 「６.募集チラシ等の作成」 
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（３）企画提案書作成上の留意事項  

ア 企画提案書の様式は、Ａ４版縦長横書き両面印刷、左綴じとし、使用する

文字の大きさは10.5ポイント以上とすること。図面等の補足資料は、必要に

応じてＡ４版横、Ａ３版等にて使用して差し支えない。 

 Ａ３版の用紙を使用する場合には、片面印刷とし、片袖折りにすること。  

イ 使用する言語は日本語（ただし、専門用語は除く）とし、通貨の単位は日

本国通貨とする。 

ウ 企画提案書等の記載内容については、明瞭かつ具体的な記載とし、専門知

識を有しない者に対する配慮に心掛けること。  

エ 必要に応じてファイリング及びインデックスを付けて製本すること。  

オ 正本１部については、製本した際には、綴りの表紙と背表紙に「委託業務

名」及び「提案事業者」を記載すること。  

カ 副本９部については、提案事業者及び個人が特定できる記述部分全て（代

表者印や画像等を含む。）にマスキング（塗りつぶし）を施すなど、提案事

業者名など個別の名称が特定できないようにすること。 

 

９ 提出書類及び企画提案書等の提出期限 

（１）提出期限 

令和６年１月１８日（木）正午まで 

（２）提出方法 

ア 持参のみ（郵送等による提出は不可） 

イ 受付時間は午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

 

 

10 審査及び評価 

企画提案の審査は以下のとおりとする。なお、提案事業者が１者の場合であっ

ても、審査を実施する。 

（１）審査主体 

審査は、市職員で構成された選定委員会が行う。 

（２）審査方法 

  評価に当たっては、７ページの審査項目に基づき審査を行う。 

なお、提案事業者が１者の場合であっても、内容の審査及び評価を行い、基

準（評価の合計の７割）を満たしていると判断した場合は、事業候補者として

選定する。 

また、最高評価の事業候補者が辞退を申し出た場合や、「12 失格事項」に

該当した場合は、次点事業候補者を事業候補者とする。 

（３）第一次審査（書類審査） 

    提出された企画提案書等に対し、必要書類及び審査項目（７ページ）の１

～６、８について、第一次審査（書類審査）を実施し、第一次審査通過者を
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選定する。 

    第一次審査結果は、審査終了後、速やかに提案のあったすべての提案事業

者に対して電子メールにて通知する。 

（４）第二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング審査） 

    第一次審査通過者に対し、審査項目（７ページ）について、提案内容の説

明及び質疑を実施し、最も評価が高い者を事業候補者として選定する。 

ア 実施日・場所 

令和６年１月３１日（水） 八潮メセナ ３階 会議室１・２ 

時間の詳細については、第一次審査通過者に対してのみ、審査結果とと

もに電子メールにて通知する。 

イ 留意事項 

①  １社あたり３０分以内とし、うちプレゼンテーションを２０分以内、

ヒアリング１０分以内とする。企画提案書等の中で、特に強調したい項

目を中心に説明すること。 

②  プレゼンテーション及びヒアリングへの出席人数は、４名以内とし、

業務責任者がプレゼンテーションを行うものとする。 

③  プレゼンテーションの順番は、参加申込書の提出順とする。 

④  説明者は、プレゼンテーション準備開始予定時刻の１０分前までに 

控室となる「八潮メセナ３階特別会議室Ｂ」に入り待機する。なお、開 

始予定時刻に遅れた場合は、欠席として取り扱うものとする。 

⑤ パワーポイント等の画像の投影については、その内容が企画提案書に

合致し、提案内容の理解を助けるものである場合に使用を認める。スク

リーンは市側で用意するが、その他の機器は自ら用意すること。プロジ

ェクター及びスクリーンを使用する場合は、事前に連絡すること。 

⑥ プレゼンテーションは非公開とする。 

 

11 審査結果の通知 

第二次審査結果は、令和６年２月上旬（予定）に書面により通知するととも

に、事業候補者について市ホームページに公表する。なお、審査方法、審査内容

及び審査結果に対する異議は認めない。 

また、審査結果は事業候補者選定後に提案事業者から書面（様式自由）により

情報提供の希望があった場合、次の項目について情報提供を行う。回答は書面で

行うものとする。 

（１）プロポーザルの参加業者数 

（２）事業候補者名 

（３）契約金額 

（４）評価結果（自社のものに限る） 
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12 失格事項 

本プロポーザルの提案事業者若しくは提出された企画提案書等が、次のいずれ

かに該当する場合は、その提案を失格とする。 

（１）参加資格要件を満たしていない場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）実施要項等で示された、提出期限、提出場所、提出方法、書類作成上の留

意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

（４）選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

 

13 事業候補者との協議 

事業候補者と市との協議により、委託業務の詳細な内容を決定する。 

事業候補者が本件の契約を辞退した場合及び契約締結前に、八潮市から指名停

止措置を受けるなどにより参加資格を失った場合、又は虚偽の提案を行ったこと

が判明した場合、当該事業者を失格とし、次点事業候補者を事業候補者とする。 

 

14 その他留意事項 

（１）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（２）提出書類に虚偽の記載をした場合は、提案を失格とする。 

（３）提出された企画提案書等の書類については返却しない。 

（４）書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、企画提案者の負担とする。 

（５）市は、プロポーザル方式の手続き及びこれに係る事務処理において必要が

あるときは、提出された企画提案書等の全部又は一部の複製等をすることが

できる。 

（６）八潮市情報公開条例（平成１３年八潮市条例第２４号）の規定による請求

があった場合は、提出書類を公開することがある。 

 なお、本プロポーザルの事業候補者選定前において、決定に影響が出るお

それがある情報については決定後の開示とする。 

（７）提案書の作成のために八潮市から入手した資料は、提案書等の作成以外の

目的で使用することはできない。 

（８）本要領に定めのない事項ならびに本要領に疑義が生じた場合は、協議によ

り定めるものとする。 

 

15 担当部署 

【提出・問合せ先】 

八潮市市民活力推進部スポーツ振興課 担当 小菅、鈴木 

所在地：〒340-0815 八潮市中央一丁目２番地１ 

電 話：048-996-2111（内線）390 （土日祝を除く。） 

ＦＡＸ：048-999-8105 

E-mail：sports@city.yashio.lg.jp 

mailto:sports@city.yashio.lg.jp
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【審査項目】 

 

審査項目 

１.受託体制 

２.業務実績  

３.業務に対する取組み姿勢 

４.安全管理体制 

５.提供プログラムの内容 

６.募集チラシ等の作成  

７.プレゼンテーションのわかりやすさ 

８.提示金額（見積明細書） 


